
改正後

小学３年生修了前

（９歳到達後最初の年度末）

※平成７年４月２日以後に

生まれた児童

第１子・２子 5,000円

第３子以降 10,000円

６月・10月・２月
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▲感謝状を受け取る齋藤紀志さん

�
タ
オ
ル
を
使
っ
た
健
康
体
操

�
参
加
者
の
み
な
さ
ん

今
年
度
か
ら
八
木
沢
・

芦
原
ミ
ニ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

が
始
ま
り
ま
し
た
。

４
月
８
日
に
行
わ
れ
た

開
所
式
に
は
23
人
が
参

加
。
夫
婦
揃
っ
て
の
参
加

も
多
く
、
賑
や
か
な
開
所

式
と
な
り
ま
し
た
。
開
所

式
の
中
で
助
役
か
ら
「
さ

み
し
い
毎
日
を
暮
ら
す
と

年
を
取
る
の
が
早
い
の
で
、

ミ
ニ
デ
イ
な
ど
を
利
用
し

て
張
り
の
あ
る
生
活
を
し
て

頂
き
た
い
」
と
の
あ
い
さ
つ

が
あ
り
ま
し
た
。

年
間
行
事
予
定
に
は
、
そ

ば
打
ち
や
し
め
縄
作
り
な
ど

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

世
話
人
の
田
中
和
枝
さ
ん
と

大
内
い
ず
み
さ
ん
に
は
、
低

予
算
で
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
、

お
い
し
い
昼
食
を
作
っ
て
頂

い
て
い
ま
す
。

小
　
林
　
貞
　
宣
（
前
田
・
八
和
木
）

赤
石
澤
　
美
智
恵
（
大
久
保
・
外
内
）

木
　
幡
　
麻
　
美
（
比
　
曽
）

川
　
井
　
智
　
洋
（
臼
　
石
）

金
　
澤
　
ま
す
子
（
前
田
・
八
和
木
）

佐
　
藤
　
美
　
香
（
上
飯
樋
）

齋
　
藤
　
紀
　
志
（
飯
樋
町
）

佐
　
藤
　
健
　
二
（
飯
樋
町
）

佐
　
藤
　
一
　
徳
（
八
木
沢
・
芦
原
）

佐
　
藤
　
こ
ず
え
（
臼
　
石
）

佐
　
藤
　
路
　
世
（
二
枚
橋
・
須
萱
）

森
　
永
　
栄
　
隆
（
前
田
・
八
和
木
）

高
　
倉
　
隆
　
展
（
前
　
田
）

佐
　
藤
　
　
　
一
（
上
飯
樋
）

小
　
林
　
正
　
男
（
前
田
・
八
和
木
）

上
　
田
　
　
　
秀
（
草
　
野
）

荒
　
　
　
真
一
郎
（
飯
樋
町
）

武
　
田
　
富
　
彦
（
草
　
野
）

松
　
下
　
正
　
信
（
宮
　
内
）

星
　
　
　
代
四
行
（
上
飯
樋
）

小学校就学前のお子さんを養育している方に支給されている児童手当は、今年度から小学３年生
修了前まで支給されることになりました。
小学２・３年生のお子さんを養育している方は、９月30日までに申請してください。

対象年齢

手当月額

支払時期

改正前

義務教育就学前

（６歳到達後最初の年度末）

※平成10年４月２日以後に

生まれた児童

第１子・２子 5,000円

第３子以降 10,000円

６月・10月・２月

７
月
ま
で
）
は
、
手
当
の
全

部
又
は
一
部
が
支
給
停
止
さ

れ
ま
す
。

障
害
を
持
つ
児
童
を
扶
養

し
て
い
る
親
に
は
、
特
別
児

童
扶
養
手
当
が
適
用
に
な
り

ま
す
。

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
け

て
い
る
す
べ
て
の
方
は
、
毎

年
８
月
中
に
「
現
況
届
」
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。こ

の
届
は
、
毎
年
８
月
１

日
に
お
け
る
状
況
を
記
載

し
、
手
当
を
引
き
続
き
受
け

る
要
件
が
あ
る
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

今
年
は
、
８
月
18
日
か
ら

現
況
届
の
受
付
け
を
行
い
ま

す
。保

健
福
祉
課
福
祉
係

（
�
42
―
１
６
２
０
）

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
と

生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い

児
童
が
育
て
ら
れ
て
い
る
家

庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立
を

助
け
る
た
め
に
、
児
童
の
母

や
、
母
に
か
わ
っ
て
そ
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
父
と
生
計
を
同
じ

く
し
て
い
て
も
、
父
の
心
身

に
重
度
の
障
害
が
あ
る
場
合

に
は
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

役
場
保
健
福
祉
課
窓
口
で

次
の
書
類
を
添
え
て
請
求
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
請
求
者
と
対
象
児
童
の
戸

籍
謄
本
又
は
抄
本
（
外
国

人
の
方
は
登
録
済
み
証
明

手
当
を
引
き
続
き
受
け
る

要
書
）

②
請
求
者
と
対
象
児
童
が
属

す
る
世
帯
全
員
の
住
民
票

の
写
し

③
そ
の
他
の
必
要
書
類

※
①
〜
③
は
発
行
日
か
ら

１
ヵ
月
以
内
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

（
平
成
16
年
４
月
か
ら
）

受
給
資
格
者
及
び
そ
の
生

計
を
同
じ
く
す
る
扶
養
義
務

者
等
の
前
年
の
所
得
が
一
定

額
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
年
度
（
８
月
か
ら
翌
年
の

区　分

児童１人のとき

児童２人のとき

児童３人以上
の と き

全　部
支給される者

月額41,880円

児童が１人のときの額に
5,000円を加算

３人目から１人増すごとに
3,000円を加算

一　部
支給される者
所得に応じて月額
9,880～41,870円


